
 

 
 

７ 周産期医療 
 
周産期とは、妊娠２２週以降から産後１週間までの期間を示します。 

  いざという場合でも妊婦や新生児がスムーズに適切な医療機関へ搬送され、安心・安全な妊娠、出産がで

きる医療提供体制の整備を図っていきます。 
 
１ 現状と課題  

 

（１）県内の妊娠・出産について 

現  状 課  題 

○少子化が進む一方で、晩婚化に伴い高齢妊娠、多

胎妊娠などが増え、帝王切開など、ハイリスク妊

婦の割合が増加しつつある。 

○男性を含めた不妊治療、不妊検査が増加してい

る。 

○飛び込み出産等がある。 

○母子健康手帳未交付者や妊婦健診未受診者がな

くならない。 

○依然として人工妊娠中絶率が高い（特に 20～30

歳代の中絶率が高い。） 

○少子化時代にあって、より安全、安心な妊娠、出

産ができる体制整備が必要であり、そのためにも

妊娠から出産・産後ケアなど切れ目のない相談･支

援体制の構築が必要。(産後うつ、育児不安など、

産婦人科医から精神科医・小児科医への円滑なつ

なぎが必要) 

○市町村を含めた妊娠・出産に関する相談窓口は整

備されつつあるが、どのような相談に対応できる

かなど、住民の認知・周知が十分でない。 

また、人工妊娠中絶率が20～30歳代で高いことを

踏まえると、望まない妊娠に関しての相談体制が

必要。 

○思春期～30 歳代への健康教育（妊娠好機、健康づ

くり等）を充実するとともに、高校などでは一部

の学校での実施に止まるため、全県下で実施して

いくことが必要。（※普通科高校を中心に開催希望

が少ない） 
 
（２）県内の周産期医療体制について 

現  状 課  題 

○本県で分娩を取り扱っている医療機関は、病院が

７施設、診療所が９施設、助産所は２施設となっ

ている。 
○正常な妊娠・分娩の場合は、身近な病院、診療所

等で対応し、ハイリスクの妊娠・分娩や救急受入

については、東部保健医療圏では地域周産期母子

医療センターで、西部保健医療圏では総合周産期

母子医療センターで対応している。 
○中部保健医療圏には、ハイリスク妊娠などに対応

する周産期母子医療センターが整備されていな

いため、同圏域内の県立厚生病院が対応を行う

が、より高度又は専門的な対応が必要となった場

合は、東部又は西部の周産期母子医療センターに

搬送される。 

 
 
 
○特に東部保健医療圏において、鳥取県周産期情報

システムの整備が十分でなく、救急の受入調整は

個々の病院・診療所の医師同士で直接行っている

ため、医師の負担が大きい。 
 
○中部保健医療圏では、ハイリスク妊娠・出産に対

して地域内で完結して対応できる連携システムが

出来上がっていない。 
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○中部保健医療圏では、分娩できる医療機関が２施

設となっている。 
○総合及び地域周産期母子医療センターのＮＩＣ

Ｕ及びＧＣＵの設置状況は、次のとおりである。 
・総合周産期母子医療センター 
  ＮＩＣＵ：１２床 ＧＣＵ：１５床 
・地域周産期母子医療センター 
  ＮＩＣＵ： ６床 ＧＣＵ： ６床 

○平成２０年度より周産期母子医療センターの空

床情報やハイリスク患者の情報等を分娩取扱医

療機関の間で共有できる鳥取県周産期情報シス

テムを運用している。 

 

○平成２４年６月から総合周産期母子医療センタ

ーに搬送コーディネーターを設置し、ＮＩＣＵの

円滑な運営などの業務を行っている。 

○ＮＩＣＵに長期に入院している児がある。 
 
○県内患者以外に、県外（兵庫県北部、岡山県北部、

島根県東部）からの患者の対応も必要。 
○大雪時には、患者、医療従事者の交通手段の確保

が、また、東日本大震災では妊婦や新生児の受入

れが、困難な状況もあった。 
○大規模災害時においては、平常時以上に、小児・

周産期の医療ニーズが高まるものと推測される。 
○本県の産婦人科・産科及び小児科医師は微増して

いるものの５０歳以上の占める割合が高く、今後

の周産期医療体制の維持が危うくなっている。 
○県内で就業している助産師は、増加傾向にあるが

医療現場での不足感は依然として残っている。 
 
○近年、病院勤務助産師は、正常分娩に関わる機会

が減っており、実践能力を獲得することが困難と

なりつつある。 

○中部保健医療圏における周産期医療の提供を維

持・継続するための体制の整備充実が必要。 
○常時ではないものの、患者が集中した場合に、病

床が不足することがあり、受入れに支障が生じる

ことがある。 
 
 
 
○医療機関が母体の情報等を入力しやすいようにシ

ステムの改善が図られてきたものの、依然として

各医療機関のシステム入力の負担が大きいなどの

課題があり、特に東部の医療機関の参加が進んで

いない。 
○搬送コーディネーターの配置は県西部のみとなっ

ているため、医師の負担軽減の効果が一部に限定

されている可能性がある。 
○ＮＩＣＵの長期入院児の転院・受入体制の充実を

図る必要がある。 
 
 
○災害時の交通手段や医療従事者の確保、患者受入

体制に関する情報の把握が必要である。 
 
○小児・周産期医療に精通した災害医療従事者が不

足している。 
○新たな医師の確保を進めるために、特定の診療科

へ誘導するような取り組みを進めることが必要。 
 
○県内で就業している助産師は増加しているが、診

療所に勤務する助産師は横ばいで、新たな取り組

みにより確保を図っていく必要がある。 
○助産師の実践能力の向上が必要である。 
 

 
（３）療養・療育支援について 

現  状 課  題 

○原因の如何を問わず障がいのある児が生まれる

可能性はある程度存在する。 

 

○障がいの早期発見、周産期医療施設を退院した障

がい児の療養・療育の体制の拡充が必要である。 

○在宅で療養・療育を行っている家族に対する支援

が必要である。 
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２ 対策・目標   

 
項  目 対策・目標 

県内の妊娠・出産について ○市町村を含めた妊娠・出産に関する相談窓口の周知と、相談等をワンスト

ップで受け付け、適切な機関に繋げる体制（とっとり版ネウボラ）の整備

を全市町村において進める。 

[目標値] 

○とっとり版ネウボラ設置目標：19市町村（H31年度まで） 

H29.11月現在：17市町村設置済み 

※とっとり版ネウボラ推進事業（H29年度 28，531千円） 

○各福祉保健局、事務所に設置した女性の健康支援センターや助産師による

相談窓口（「とりともっと」）等による相談体制の充実、思春期～３０代へ

の健康教育（妊娠適齢期、健康づくり等）の充実を図る。 

※健やかな妊娠・出産のための応援事業（H29年度 7,734千円） 

・妊婦健診の受診促進 

・妊産婦に対する保健指導、訪問指導の充実 

・妊産婦への指導のための医療機関、行政との連携強化 

○子育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボラ）の設置が進み、産後

ケアを含めた妊娠期から出産・子育てに対する相談支援体制は整備されつ

つあるが、産後ケアへの取組など市町村での支援に差異もあり、「切れ目

ない支援体制」の構築に向けて、県母子保健対策専門委員会の小委員会を

設置して検討する。 
県内の周産期医療体制につい

て 
○産婦人科、産科、小児科の医師、看護職員の確保策の推進 
 ・「鳥取県専門医師研修事業」を含む「鳥取県ドクターバンク」の活用等

による医師の養成・確保の推進 
 ・鳥取大学医学部附属病院の産科に配属された医師について、医師養成確

保奨学金の返還免除要件において一部優遇措置を設けることにより、政

策的な誘導を図る。 
 ・分娩を取扱う病院の産婦人科の医師、助産師に対する分娩手当、呼出待

機手当、ＮＩＣＵを設置する病院の小児科の医師に対する新生児医療担

当医手当など処遇改善による医師・助産師の確保 
 ・育休中の潜在看護職員に対する研修等の復職支援 など 
○助産師が他の医療機関で実践経験を積むことが可能となる助産師出向の

取組みの継続 
○県下のハイリスク妊娠に対応するための連携体制の維持・強化 
 ・周産期医療情報システムの入力方法の改善と県東部における参加医療機

関の拡大 
 ・産科の拠点となる病院に搬送コーディネーターの配置を検討。 
・平成３０年度に病棟の建替が行われる県立中央病院において、地域周産

期母子医療センターの機能が強化され、ＮＩＣＵが１２床（現在６床）、

ＧＣＵが１２床（現在６床）に増床される予定。 
・鳥取大学医学部附属病院から県立厚生病院への診療援助の継続 

○ＮＩＣＵの長期入院児が、退院後に在宅生活にスムーズに移行できるよ

う、関係機関が連携した体制を整備する。（実施事業：ＮＩＣＵからの地
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域支援移行事業） 
○災害時の交通手段や医療従事者の確保、患者受入体制に関する情報の把握

のための体制の整備 
 ・災害時小児周産期リエゾンを養成し、災害医療コーディネーター（小児

周産期担当）として、小児科と産科の医師を各保健医療圏及び全県で１

名ずつ委嘱する。 

[目標値] 

○周産期死亡率（H28：5.2→H35：2.8） 

○災害医療コーディネーター（小児周産期担当）の配置（H29：0人→H35：

8人） 
 

療養・療育支援について ○障がいの早期発見、療養・療育の早期開始につながる体制の拡充等、障が

い児に対する適切な保健・医療サービスを充実させる。（実施事業：重度

障がい児者医療型ショートステイ整備等事業） 
○在宅で療養・療育を行っている家族に対する支援を充実させる。（実施事

業：障がい児者在宅生活支援事業） 

 
 
 
 
 
 周産期医療連携体制のイメージ図     
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★医療連携体制において役割を果たす主な医療機関（平成３０年３月） 

区     分 東部保健医療圏 中部保健医療圏 西部保健医療圏 

① 総合周産期母子医療センター 

   全県において２４時間体制 

   で高度な周産期医療を提供 

－ 

 

 

－ 

 

 

・鳥取大学医学部 

 附属病院 

 

② 地域周産期母子医療センター 

   保健医療圏において２４時 

  間体制で高度な周産期医療 

  を提供 

・鳥取県立中央病院 

 

 

 

－ 

 

 

 

－ 

 

 

 

③ ①、②以外で分娩可能な病院 

 

 

・鳥取市立病院 

・鳥取赤十字病院 

・鳥取産院 

・鳥取県立厚生病院 

 

 

・山陰労災病院 

 

④ 分娩可能な診療所・助産所数 

  （出張のみによってその業務に

従事する助産師を含む。※） 

・診療所数３施設 ・診療所数１施設 

 

 

・診療所数５施設 

・助産所数２施設 

 

⑤ 医療型障害児入所施設等 

 

・鳥取医療センター 

 

 

 

・総合療育センター 

 

     ※出張のみによって業務に従事する分娩を取り扱う助産所においても、周産期医療の役割 

    を担っていただいている。 

 ★かかりつけ医機能の医療機関に求められる役割 

    ・リスクを伴わないお産（正常分娩、リスクの低い帝王切開）の取扱い 

    ・妊産婦への診療、保健指導 

    ・小児医療の提供 
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 資 料  

 

１ 県内の出産の状況 

（１）出生数、合計特殊出生率及び分娩件数の推移 
・昭和６０年から平成２８年までの推移を見ると、出生数は７，５０８人から４，４３６人に減少して

いる。 
・また、合計特殊出生率は昭和６０年の１．９３人から平成１８年には１．５１人まで下落しましたが、

その後上昇に転じ、平成２８年には１．６０まで回復しました。全国より高い水準を保っています。 
・少子化は分娩件数の減少に伴うものであり、平成８年は５，７５２件の件数が平成２８年には４，４

７８件にまで減少している。 
・その中で、分娩件数に占める帝王切開の平成２６年の割合は、平成２０年の割合と比較して、診療所

はほぼ横ばい、病院では上昇している。 
 

＜鳥取県における出生数の推移＞ 

 

 

（単位：人） 

区 分 昭和60年 平成３年 平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年 

出生数 7,508 6,187 5,582 5,595 5,186 4,931 4,436 

※ 出典：厚生労働省「人口動態調査」 
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＜鳥取県における分娩件数の推移＞ 

 

 

    （単位：件）       

区     分 平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年 

分娩件数（件） 5,752 5,727 5,273 4,999 4,478 

※ 出典：厚生労働省「人口動態調査」 

※「分娩件数」には死産が含まれる。 

 

＜鳥取県における合計特殊出生率の推移＞               （単位：人） 

 

 

区 分 昭和60年 平成３年 平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年 

県 1.93 1.81 1.62 1.58 1.51 1.58 1.60 

全国 1.76 1.53 1.43 1.33 1.32 1.39 1.44 

※ 出典：厚生労働省「人口動態調査」 

 

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

昭和60年 平成３年 平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年

県 全国

- 112 -



 

 
 

＜県内の分娩及び帝王切開の状況の推移（各年９月の実績）＞ 

①病院                                                       （単位：件、％） 

区   分 平成14年 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 

分 娩 件 数   Ａ 
135  

（49,629） 

171  

（44,865） 

167  

（47,626） 

193  

（46,389） 

190  

（46,451） 

帝王切開娩出術件数 Ｂ 
32  

（8,900） 

46  

（9,623） 

41  

（11,089） 

50  

（11,198） 

53  

（11,543） 

帝王切開実施率 Ｂ／Ａ 
23.7  

（17.9） 

26.9  

（21.4） 

24.6  

（23.3） 

25.9  

（24.1） 

27.9  

（24.8） 

 

②診療所                                                     （単位：件、％） 

区   分 平成14年 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 

分 娩 件 数   Ａ 
355  

（41,498） 

321  

（40,247） 

283  

（42,792） 

243  

（40,309） 

288  

（38,765） 

帝王切開娩出術件数 Ｂ 
33  

（4,938） 

55  

（5,156） 

34  

（5,553） 

33  

（5,464） 

34  

（5,254） 

帝王切開実施率 Ｂ／Ａ 
9.3  

（11.9） 

17.1  

（12.8） 

12.0  

（13.0） 

13.6  

（13.6） 

11.8  

（13.6） 

※ 出典：厚生労働省「医療施設調査」（下段括弧内は全国数値） 

 

（２）出生児、周産期死亡の状況の推移 

・低出生体重児数及び多胎妊娠による出生児数の昭和６０年から平成２８年までの推移をみると、昭和の

終わりから平成の初期の頃までは増加傾向にあったがその後は減少と増加を繰り返している。 

・周産期死亡率は減少傾向にあったが、平成２８年度は増加に転じている。 

・周産期死亡率を母親の年齢別に見ると、未成年又は高年齢の出産の場合に高くなっている。 

 

 ＜鳥取県における低出生体重児数、多胎妊娠による出生児数の推移＞ 
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（単位：人） 

区 分 昭和60年 平成３年 平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年 

超低出生体重児数 

（1,000ｇ未満） 
- - - 7 14 10 14 

極低出生体重児数 

（1,500ｇ未満） 
- - - 31 25 30 38 

低出生体重児数 

（2,500ｇ未満） 
374 400 428 491 457 489 444 

多胎妊娠による 

出生児数 
87 87 111 108 129 96 109 

※出典：厚生労働省「人口動態調査」             

 

＜鳥取県における低出生体重児比率及び多胎妊娠による出生児数の割合推移＞ 

 

 

                                     （単位：％） 

区      分 昭和60年 平成３年 平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年 

低出生体重児比率 

(出生数に対する比率) 
5.0 6.5 7.7 8.8 8.8 9.9 10.0 

出生数全体占める多胎妊

娠による出生数の割合 
1.2 

 
1.4 

 
2.0 

 
1.9 

 
2.5 

 
1.9 

 
2.5 

※ 出典：厚生労働省「人口動態調査」 
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＜鳥取県における周産期死亡率の推移＞ 

  周産期死亡率とは、年間の出生数１０００人に対する周産期死亡の比率である。 

 

 

                                             （単位：人） 

区 分 昭和55年 昭和60年 平成３年 平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年 

鳥取県 9.3  7.7  6.5 7.3 4.6 4.6 2.8 5.2 

全 国 20.2 15.4 8.5 6.7 5.5 4.7 4.1 3.6 

※ 出典：厚生労働省「人口動態調査」 

 

【参考】母親の年齢別に見た全国の周産期死亡率の推移 

    （出生数１０００人に対する比率） 

区 分 総 数 
母親の出産年齢（歳） 

19以下 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45以上 

昭和60年 15.4 86.7 17.8 11.0 13.5 26.7 81.6 271.6 

平成３年 8.5   -   -   -   -  -  -  -  

平成８年 6.7 13.7 6.5 5.8 6.5 9.4 14.4 41.3 

平成13年 5.5 9.5 5.3 4.8 5.2 7.3 14.1 29.1 

平成18年 4.7 6.5 4.4 4.0 4.4 5.9 9.2 13.1 

平成23年 4.1 6.1 3.9 3.4 3.9 4.8 7.8 9.4 

平成28年 3.6 4.8 3.1 2.9 3.4 4.1 5.5 12.0 

※出典：厚生労働省「人口動態調査」                 

※平成３年度は現在の周産期の定義に基づく数値が公表されていない。  

現在の周産期死亡率＝（妊娠満２２週以後の死産）＋（早期新生児死亡） 

平成６年以前の周産期死亡率＝（妊娠満２８週以後の死産）＋（早期新生児死亡） 
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（３）出産母体の状況の推移 

・昭和６０年から平成２８年まで、３５歳以上の高齢の母体による出生は増加傾向にある一方、１９歳
以下の母体による出生は、平成１８年以降は減少傾向にある。 

・第１子を出産する母親の平均年齢が上昇傾向にあり、出産母体の高齢化がうかがわれる。 
・本県では妊産婦の死亡が少なく、昭和５５年以降は６人となっている。 

＜鳥取県における１９歳以下、３５歳以上及び４０歳以上の母体による出生児数の推移＞ 

 

（単位：人） 

区 分 昭和60年 平成３年 平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年 

１９歳以下の母体に 
よる出生数 

66 110 66 98 98 82 63 

３５歳以上の母体に 
よる出生数 

393 456 564 685 784 1,150 1,176 

 うち４０歳以上 35 41 58 65 96 143 236 

※ 出典：厚生労働省「人口動態調査」 

 

 

＜鳥取県における１９歳以下、３５歳以上及び４０歳以上の母体による出生児の割合の推移＞ 

 

 

（単位：％） 

区 分 昭和60年 平成３年 平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年 

１９歳以下の母体に
よる出生数 

0.9  
(1.2) 

1.8  
(1.5) 

1.2  
(1.3) 

1.8  
(1.8) 

1.9  
(1.5) 

1.7  
(1.3) 

1.4 
(1.1) 

３５歳以上の母体に
よる出生数 

5.2  
(7.1) 

7.4  
(8.5) 

10.1  
(9.8) 

12.2  
(12.2) 

15.1  
(17.6) 

23.3  
(24.8) 

26.5 
(28.5) 

 うち４０歳以上 
0.5  
(0.6) 

0.7  
(1.0) 

1.0  
(1.0) 

1.2  
(1.3) 

1.9  
(2.0) 

2.9  
(3.7) 

5.3 
(5.6) 

※ 出典：厚生労働省「人口動態調査」（下段括弧内は全国数値）   
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＜鳥取県における第１子を出産した母親の平均年齢の推移＞ 

 

 

 

  （単位：歳） 

区 分 平成８年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年 

第１子を出生した母親の平均年齢 

県 27.2 27.5 28.1 29.5 29.9 

全国 27.6 28.2 29.2 30.1 30.7 

※ 出典：厚生労働省「人口動態調査」 

 

 

＜鳥取県における妊産婦死亡数の状況＞ 

 

      ○昭和５５年から平成２８年までの妊産婦死亡数：６人 

      【内  訳】 

       昭和５５年：２人 

       平 成 ６ 年：１人 

       平 成 ７ 年：１人 

       平成１３年：１人 

       平成２４年：１人 

 

     ※ 出典：厚生労働省「人口動態調査」 
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２ 県内の周産期医療体制の状況 

（１）産婦人科・産科・婦人科を標榜する病院数の推移 

・平成１１年から平成２６年までの推移を見ると、産婦人科の標榜が２病院減り、また、産科の標榜が

なくなる一方で、婦人科の標榜は２病院増えている。 

＜県内の産婦人科・産科・婦人科標榜病院数の推移＞ 

 

（単位：箇所） 

区 分 平成11年 平成14年 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 

産婦人科 １０ １０ １０ ８ ８ ８ 

産科 １ ０ ０ ０ １ ０ 

婦人科 ３ ４ ４ ５ １ ５ 

※ 出典：厚生労働省「医療施設調査」（各年１０月１日現在）         
     ※ 上記調査では、複数科標榜の病院有り                    

 

（２）産婦人科・産科・婦人科を主たる診療科として標榜する診療所数の推移 

・平成１１年から平成２６年までの推移を見ると、主に産婦人科又は産科標榜の診療所は６箇所減り、

主に婦人科標榜は１箇所減っている。 

＜県内の産婦人科・産科・婦人科標榜診療所(主たる診療科として標榜)数の推移＞ 

 

                          （単位：箇所）   

区 分 平成11年 平成14年 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 

産婦人科 ８ ８ ６ ３ ４ ３ 

産科 ２ ５ ４ １ １ ２ 

婦人科 ３ ５ ４ １ １ ２ 

※ 出典：厚生労働省「医療施設調査」（各年１０月１日現在）     
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（３）産婦人科・産科・婦人科に従事する医師の状況 

・県内で主に産婦人科又は産科に従事する医師数は平成１６年の６０人から平成２８年には６３人と微

増している。 

・出生数に対する産婦人科及び産科の医師数（出生数千人に対する比率）は、平成１６年から概ね１３

人前後で推移している。 

・平成２８年の年齢別の構成状況を見ると４０歳代が１９人と最も多く、次いで３０歳代の１５人、６

０歳代の１３人となっている。また、女性医師は３割近く占めている。 

 

＜県内で主に産婦人科・産科・婦人科に従事する医師数の推移＞ 

 

 

                   （単位：人）  

区 分 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 

産婦人科 ４９ ６９ ６１ ６０ ５９ ５４ ６３ 

産科 １１ １ ０ ０ １ ２ ０ 

婦人科 １５ ６ ６ ５ ９ ６ ４ 

計 ７５ ７６ ６７ ６５ ６９ ６２ ６７ 

※ 出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（各年１２月３１日現在） 

 

＜県内の出生数に対する産婦人科・産科の従事医師数(出生数１０００人に対する比率)の推移＞ 
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＜県内の出生数に対する産婦人科・産科の医師数の推移（出生数千人に対する比率）＞ 

       
 （単位：人） 

 
区  分 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 

産婦人科・産科

の医師数 Ａ 

県 60 70 61 60 60 56 63 

全国 10,594 10,074 10,389 10,652 10,868 11,085 11,349 

出生数 Ｂ 
5,275 5,186 4,878 4,790 4,771 4,527 4,436 

1,110,721 1,092,674 1,091,156 1,071,304 1,037,231 1,003,539 976,978 

出生数に対す

る産婦人科・産

科医師数 

1000A/B 

県 11.4 13.5 12.5 12.5 12.6 12.4 14.2 

全国 9.5 9.2 9.5 9.9 10.5 11.0 11.6 

※ 出典：医師数…厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（各年12月31日現在） 

        出生数…厚生労働省「人口動態調査」 

 

＜県内で主に産婦人科・産科に従事する医師の平均年齢の推移＞ 
（単位：歳） 

区 分 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 

産婦

人科 

全体 50.5(50.4) 47.4(51.1) 48.6(50.7) 50.5(50.7) 50.8(50.2) 51.1(50.3) 48.6(50.3) 

男性 53.0(53.3) 51.6(54.0) 53.1(54.2) 54.0(54.6) 54.5(54.6) 54.5(55.0) 52.0(55.2) 

女性 35.1(40.2) 33.6(41.2) 35.0(40.9) 38.0(40.9) 37.6(40.6) 40.3(40.9) 40.1(41.6) 

産科 

全体 40.0(46.4) 59.8(46.2) 62.2(45.3) - (45.1) 30.3(45.0) 44.4(45.5)   - (45.9) 

男性 46.1(48.9) 59.8(49.8) 67.4(48.5) - (48.6) 30.3(49.6) 44.4(50.0)   - (49.8) 

女性 29.4(37.2) - (36.0) 36.3(36.8) - (36.5) - (36.5) 44.4(37.0)   - (38.6) 

 ※ 出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（各年１２月３１日現在） 
 ※ 「－」の箇所は従事する医師が不在 
※ 括弧内は全国数値 

 
 
＜県内で主に産婦人科・産科に従事する医師の年齢別・性別人数(平成28年 12月 31日現在)＞ 
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（単位：人） 

区分 性別 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 計 合計 平均年齢 

産婦人科 
男性 2 9 11 7 13 3 45 

63 48.6歳 
女性 2 6 8 2 0 0 18 

産科 
男性 0 0 0 0 0 0 0 

0    - 
女性 0 0 0 0 0 0 0 

計 
男性 2 9 11 7 13 3 45 

63 
 

 女性 2 6 8 2 0 0 18 

出典：厚生労働省「平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査」 

 

 

（４）小児（外）科に従事する医師の状況 

・県内で主に小児科又は小児外科に従事する医師数は、平成１６年の１０４人から平成２８年の１２８

人に増加している。（うち小児科は１０３人が１２７人と２４人の増） 

・小児科に従事する医師の平均年齢は、平成１６年の４６．８歳から平成２８年では５０．９歳に上が

っている。 

・平成２８年の年齢別の構成状況では、３０歳代が最も多く、次いで６０歳代の医師が多くなっている。

女性医師に限れば、３０歳代が最も多い。また、女性医師が占める割合は全体で約３割ある。 

 

＜県内で主に小児科・小児外科に従事する医師数の推移＞ 

 

 

＜県内で主に小児科・小児外科に従事する医師数の推移＞ 

（単位：人） 

区  分 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 

小児科 103 105 111 112 112 114 127 

小児外科 1 1 3 3 2 2 1 

計 104 106 114 115 114 116 128 

※ 出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（各年１２月３１日現在） 
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＜県内で主に小児科に従事する医師の平均年齢の推移＞ 
（単位：歳） 

区 分 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 

男女計 46.8(48.2) 47.7(49.0) 48.0(49.2) 49.2(49.3) 50.4(49.5) 51.9(49.8) 50.9(50.3) 

男 性 48.0(49.4) 48.9(50.3) 49.7(50.6) 50.6(50.8) 51.1(51.1) 53.1(51.5) 52.9(51.9) 

女 性 44.4(45.6) 44.5(46.2) 43.5(46.3) 46.1(46.2) 48.2(46.2) 48.7(46.7) 46.5(47.3) 

※ 出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（各年１２月３１日現在） 

※ 括弧内は全国数値                            

 

（５）助産所、助産師の状況 

・県内で活動中の助産所は、平成２９年１１月現在で１７箇所有り、そのうちお産の取扱いを行う施

設は２箇所となっている。（出張のみの助産所を含む）。 

・県内の就業助産師数の平成１８年から平成２８年までの推移を見ると、平成２０年まで１７０人前

後で推移し、平成２２年から増加傾向となり平成２８年には２１６人に増加している。 

・就業別に見ると、病院勤務が８９人から１２６人に、診療所勤務が５４人から６５人に増えた一方

で、助産所勤務は１５人から平成２０年には７人まで減ったが平成２８年には１３人にまで増えて

いる。 

 

＜県内の助産師数の推移＞ 

                                              （単位：人） 

区  分 平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 

病院勤務 103 108 89 95 114 122 144 126 

診療所勤務 29 39 54 58 57 58 62 65 

助産所勤務 21 15 15 7 9 9 10 13 

その他 11 14 10 13 9 8 13 12 

計 164 176 168 173 189 197 229 216 

 ※出典：厚生労働省「衛生行政報告例」（各年１２月３１日現在） 

 ※「その他」に該当する者は市町村、訪問看護ステーション等の従事者。 

 

（６）看護師の状況 

・県内で就業する看護師数の平成１４年から平成２８年までの推移を見ると、４，３６８人から６，７

５２人と２，３８４人の増加となっている。また、准看護師は２，４８７人から２，２８５人と２０

２人の減少となっている。 

・平成２８年の就業別では、看護師では病院勤務が４，８９０人と７２％を占めているが、准看護師で

は病院勤務は３４％で、診療所勤務とほぼ同程度となっている。 

 

   ＜県内の就業看護師・准看護師数の推移＞                        （単位：人） 

区  分 Ｈ１４ Ｈ１６ Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８ 

看 護 師 4,368 4,719 4,907 5,313 5,588 5.920 6,340 6,752 

准看護師 2,487 2,532 2,460 2,474 2,433 2.377 2,317 2,285 

合 計 6,855 7,251 7,367 7,787 8,021 8.297 8,657 9,037 

※ 出典：厚生労働省「衛生行政報告例」（各年１２月３１日現在） 
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＜看護師・准看護師の就業状況＞    （単位：人） 

区 分 病 院 診療所 助産所 
訪問看護ｽ

ﾃｰｼｮﾝ 

介護保健

施設等 
その他 合 計 

看護師 4,890 674 0 208 792 188 6,752 

准看護師 785 727 1 31 732 9 2,285 

合 計 5,675 1,401 1 239 1,524 197 9,037 

※出典：厚生労働省「衛生行政報告例」（平成２８年１２月３１日現在）  

※「その他」に該当する者は市町村、保健所、養成施設等の従事者  

 

（７）総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター 

 
＜総合周産期母子医療センター（鳥取大学医学部附属病院）＞  

区  分 ＭＦＩＣＵ ＮＩＣＵ ＧＣＵ 

病床数 ６床 １２床 １５床 

主な設備 分娩監視装置   ６ 

呼吸循環監視装置 ６ 

超音波診断装置  ２ 

（ｶﾗ-ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ機能有） 

呼吸循環監視装置 ３６   

人工換気装置   １９ 

超音波診断装置   １ 

（ｶﾗ-ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ機能有） 

保育器      ２２ 

－ 

職員 

医師 

２０人(うち常勤３人) 

２４時間体制１名勤務 

＋オンコ－ル１名 

２１人（うち常勤４名） 

２４時間体制１名勤務 

看護師・助産師 １３人 ２３人 ２１人 

（医療政策課調：平成３０年１月１日現在 ※見込み） 

 
  ※ 総合周産期母子医療センター 

    相当規模のＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療管理室）を含む産科病棟及びＮＩＣＵ（新生児集中治

療管理室）を含む小児病棟を備え、合併症妊娠、胎児・新生児異常などのリスクの高い妊娠に対す

る医療、高度な新生児医療等の周産期医療を行うとともに、産科合併症以外の合併症にも対応でき

る医療施設。 

  ※ ＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療管理室） 

    ２４時間体制で合併症妊婦などハイリスク妊娠に対応する医療を行うことができる施設。 

  ※ ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室） 

    ２４時間体制でハイリスク児の治療と看護が行われる高度医療施設。 

 

  ※ ＧＣＵ（回復期治療室） 

    ＮＩＣＵの後方病床。ＮＩＣＵでの治療により急性期を脱した児や入院時から中等症でＮＩＣＵで

の治療までは必要としないもののこれに準じた医療を行う施設。 
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＜地域周産期母子医療センター（鳥取県立中央病院）＞  

区  分 ＭＦＩＣＵ ＮＩＣＵ ＧＣＵ 

病床数 ２床（３床） ６床（１２床） ６床（１２床） 

主な設備 分娩監視装置 ２（３） 

超音波診断装置１（１） 

（ｶﾗ-ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ機能有） 

呼吸循環監視装置 １０

（１０）    

人工換気装置 ８（６） 

保育器 １３（１６） 

－ 

職員 

医師 

５人（うち常勤５人） 

２４時間体制１名勤務 

９人（うちＮＩＣＵ専任３名） 

２４時間体制１名勤務 

看護師・助産師 ８人 １６人 １１人 

（医療政策課調：平成３０年１月１日現在） 

  ※ 地域周産期母子医療センター 

    産科及び小児科（新生児医療を担当するもの）等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行

うことができる医療施設。 

 

＜総合周産期母子医療センター病床稼働率＞ 

区  分 
病床稼働率 

ＭＦＩＣＵ ＮＩＣＵ 

病 床 数 ６床 １２床 

２５年度 
入院患者延べ人数 ２，０９０人 ３，９３６人 

稼働率 ９５．４％ ８９．９％ 

２６年度 
入院患者延べ人数 ２，０１８人 ３，５５８人 

稼働率 ９２．２％ ８１．２％ 

２７年度 
入院患者延べ人数 ２，０５３人 ３，５５５人 

稼働率 ９３．５％ ８０．９％ 

２８年度 
入院患者延べ人数 ２，０６６人 ３，０６２人 

稼働率 ９４．３％ ６９．９％ 

（医療政策課調） 

 

＜地域周産期母子医療センター病床稼働率＞ 

区  分 
病床稼働率 

ＭＦＩＣＵ ＮＩＣＵ 

病 床 数 ２床 ６床 

２５年度 
入院患者延べ人数 ２３４人  ２，２２８人 

稼働率 ３２．１％ ９６．７％ 

２６年度 
入院患者延べ人数   ４２１人 １，９８３人 

稼働率 ５７．５％ ９０．５％ 

２７年度 
入院患者延べ人数 ５０３人 ２，００６人 

稼働率 ６８．９％ ９１．６％ 

２８年度 
入院患者延べ人数 ３６４人 １，９６８人 

稼働率 ４９．９％ ８９．９％ 

（医療政策課調） 

 

※病床数、主な設備の（ ）
内は病棟建替後の数値 
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＜周産期母子医療センターの受入状況＞                  （単位：人） 

区  分 
平成２７年度 平成２８年度 

母 体 新生児 母 体 新生児 

総合周産期母子医療センター １６８ １６８ １６９ １５５ 

地域周産期母子医療センター ６７ ８４ ２９ ６２ 

（医療政策課調） 

 

 

  ＜ＮＩＣＵ入院児の状況＞                          （単位：人） 

期 間 
１ヶ月 

未 満 

１ヶ月以上 

6ヶ月未満 

6ヶ月以上 

1年未満 

1年以上 

2年未満 
2年以上 計 

総合周産期母子 

医療センター 
２ ７ ０ ０ ０ ９ 

地域周産期母子 

医療センター 
０ １ ０ ０ ０ １ 

計 ２ ８ ０ ０ ０ １０ 

（医療政策課調：平成２９年１１月１日現在） 
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医療機能 SPO 指標名 区分等 鳥取県 東部 中部 西部 全国 出典

（人口：千人） 569.58 230.93 103.2 235.45

（面積：km2） 3507.3 1518.7 780.61 1208

人口10万人あたり 9.8 6.5 8.7 13.6 8.7 1

出産千人あたり 12.6 3.4 2 7.2 11.3 1

診療所
担当医師数（常勤
換算）

12.0 2.0 2.0 8.0 全国総数  2,259.2 2-1

人口10万人対 2.1 0.9 1.9 3.4 1.8

病院
担当医師数（常勤
換算）

37.2 13 3.4 20.8 全国総数 6,317.2 2-1

人口10万人対 6.5 5.6 3.3 8.8 5.0

診療所
担当助産師数（常
勤換算）

41.6 4.0 4.4 33.2 全国総数 4,957.7 2-1

人口10万人対 7.3 1.7 4.3 14.1 3.9

病院
担当助産師数（常
勤換算）

141.3 55.6 42.0 43.7 全国総数 18,223.6 2-1

人口10万人対 24.8 24.1 40.7 18.6 14.4

就業助産師数 216 全国総数 35,774 3

人口10万人対 37.9 28.2

7 4 1 2 全国総数 1,055 2-1

人口10万人対 1.2 1.7 1.0 0.8 0.8

正常分娩 S
分娩を取扱う産科又は産婦人
科診療所数

8 2 1 5 全国総数 1,308 2-1

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

P 出生率 人口千対 8.1 全国総数 8.0 4-1

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

P 合計特殊出生率 1.7 全国総数 1.5 4-1

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

P 低出生体重児出生率
低出生体重児
(2,500g未満)の出
生割合

9.6 全国総数 9.5 4-1

病院
33.4 48.5 45.5 13.2 36.6 2-2

診療所 50.6 42.9 27.1 68.4 30.5 2-2

新生児（未熟児を
除く）

10.8% 全国総数 26.4% 5

未熟児 4.1% 全国総数 5.5% 5

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

O 新生児死亡率 1.7 全国総数 0.9 4-1

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

O 周産期死亡率

周産期死亡率
出産千対(出生数
＋妊娠22週以後の
死産数)

5.2 全国総数 3.7 4-1

正常分娩 P 産後訪問指導を受けた割合

正常分娩 S
分娩を取扱う産科又は産婦人
科病院数

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

P
分娩数（帝王切開件数を含
む。）（人口10万人あたり）

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

S
分娩取扱施設に勤務する産科
医及び産婦人科医の数

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

S 助産師数

周産期医療　指標一覧

126,932.772

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

S
産科医及び産婦人科医の数
（人口１０万人あたり、出産１０
００人あたり）
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医療機能 SPO 指標名 区分等 鳥取県 東部 中部 西部 全国 出典

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

O 妊産婦死亡率 出産１０万対 - 全国総数 3.8 4-1

正常分娩
地域周産期母子

医療センター
総合周産期母子

医療センター

O 死産率 出産千対 21.4 全国総数 22.0 4-1

ＮＩＣＵを有する病院数
（人口１０万あたり）

0.4 0.4 - 0.4 0.3 2-2

ＮＩＣＵを有する病院数
（出生1000人あたり）

0.5 0.2 - 0.2

ＮＩＣＵの病床数
（人口１０万あたり）

3.2 2.6 - 5.1 2.4 2-2

ＮＩＣＵの病床数
（出生1000人あたり）

4.1 1.4 - 2.7

ＭＦＩＣＵを有する病院
数（人口１０万あたり）

0.2 - - 0.4 0.1 2-2

ＭＦＩＣＵを有する病院
数（出生1000人あた
り）

0.2 - - 0.2

ＭＦＩＣＵの病床数（人
口１０万あたり）

1.1 - - 2.5 0.6 2-2

ＭＦＩＣＵの病床数出
生1000人あたり）

1.4 - - 1.4

4 2 1 1 全国総数 705 6

人口100万人あたり 7.0 8.7 9.7 4.2 5.6

人口10万あたり 57.6 63.7 － 76.9 全国総数 54.2 2-2

出生1000人あたり 73.9 33.1 - 40.8 2-2

療養・療育支援 S
身体障害者手帳交付数(１８歳
未満)

身体障害者手帳交付
数(１８歳未満)

437 全国総数 102,391 7

療養・療育支援 O 乳児死亡率 出生千対 3.2 1.9 4-1

療養・療育支援 O 乳幼児死亡率 0.8 0.5 4-2

出典

1 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（H26）より算出

2-1 厚生労働省「医療施設調査」（H26）

2-2 厚生労働省「医療施設調査」（H26）より算出

3 厚生労働省「平成28年度衛生行政報告例」

4-1 厚生労働省「人口動態調査」（平成27年）

4-2 厚生労働省「人口動態調査」（平成27年）より算出

5 厚生労働省「平成27年度地域保健・健康増進事業報告」より算出

6 「診療報酬施設基準」（平成28年3月）

7 厚生労働省「平成28年度福祉行政報告例」

※指標項目下段の、「人口10万人対、人口100万人対」の算出には、総務省の平成28年住民基本台帳人口・世帯数を使用 

地域周産期母子
医療センター

総合周産期母子
医療センター

P
ＮＩＣＵ入室児数（人口１０万人
あたり、出生１０００人あたり）

地域周産期母子
医療センター

総合周産期母子
医療センター

S
ハイリスク分娩管理加算届出
医療機関数

地域周産期母子
医療センター

総合周産期母子
医療センター

S
ＭＦＩＣＵを有する病院・病床数
（人口１０万人あたり、出産１０
００人あたり)

地域周産期母子
医療センター

総合周産期母子
医療センター

S
ＮＩＣＵを有する病院数・病床数
(人口１０万人あたり、出生１０
００人あたり)

SPOについて

S・・・ストラクチャー指標： 医療サービスを提供する物的資源、人的資源及び組織体制を測る指標

P・・・プロセス指標： 実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

O・・・アウトカム指標： 医療サービスの結果としての住民の健康状態や満足度を測る指標
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